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【１ 六甲山地域環境学習プログラム推進事業補助金について】 

（１）補助の概要 

①対象団体 

…一般に広く参加者を募集し、環境学習プログラムを実施する団体 

       （例：六甲山で活動する団体） 

         …団体の会員のみで、講師等を招き、環境学習プログラムを受講する団体 

         （例：子ども会、ボーイスカウト、児童館で募集したグループ【概ね 20 名以上】） 

 

               ※どちらのコースも神戸市内を拠点として活動する団体に限ります。 

②対象事業 

対象事業 

○参加者が自然環境に親しみ、理解を深めることができる事業 

○自然豊かな六甲山のフィールド（瀬戸内海国立公園六甲地域）を活かした体

験型のプログラムを実施する事業 

○令和８年６月１日（月）～令和９年３月 31日（水）の期間に実施する事業 

対象外事業 

○団体及び団体を構成する者の財産の形成又は営利を目的とする事業 

○宗教活動又は政治的活動 

○反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業 

○一部の住民のみの利益追求を目的とする事業 

○同じ内容に対して兵庫県、兵庫県の外郭団体又は国若しくは市町から補助

金を受けている事業 

○その他、補助対象事業として適当と認められない事業 

 

  ③実施要件 

        ・県立六甲山ビジターセンター他、瀬戸内海国立公園六甲地域を主な実施地域とする

こと（ビジターセンターはレクチャールーム、展示室、自然体験シアター、園地等） 

        ・県立六甲山ビジターセンターを使用しない場合は、PR へのご協力をお願いします。 

        （ビジターセンターのパンフレット配布と、ビジターセンターに掲出する活動報告 

パネルの作成） 

        ・参加者の安全には十分に配慮するとともに、傷害保険に加入すること 

・応募者自ら参加者募集に努め、１回あたり概ね 20人以上の参加が見込めること    

 

④補助金額 

        ・１プログラムあたり、80千円以内 （千円未満の端数は切り捨て） 

         ※ただし、山上活動費（活動場所への移動経費）が必要な場合には予算の範囲内で

30千円を上限に増額できる。 

        ・１プログラムあたり、40千円以内 （千円未満の端数は切り捨て） 

         ※団体の会員のみでの実施となるため増額は不可 

 

※応募件数や審査結果により、不採択や減額の場合があります。 

８万円コース 

４万円コース 

共 通 
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⑤対象経費  

六甲山地域環境学習推進事業を行うのに必要な経費であって、神戸県民センター長が必要かつ適

当と認めるもの。 

※事業に直接必要な経費であって、使用されたことが確認できる必要があります。 

※確認がとれない経費は、実績報告確認後に減額することがあります。 

 

（２）応募の手続き  

①応募期間 令和８年４月１日（水）～５月８日（金） 

②提出書類 

   ・補助金交付申請書（様式第１号） ・収支予算書（別記） 

   ・誓約書（様式第１号の２） ・事業計画書（別紙１） 

   ・団体概要書（別紙２） ・役員名簿 

   ・会則 ・その他活動実績が分かる資料 

補助対象 

経費 

○講師謝金・講師旅費（旅費は実費に限る） 

※事業の遂行に必要となる外部講師に限る 

○需用費（印刷費、活動資材購入費等） 

○役務費（郵便費、傷害保険料等） 

※郵便物、郵送先を明記すること 

○使用料（会場使用料、リース料等） 

※借用のための見積書、契約書等が確認できるもの 

       〇その他対象経費として適当と認められるもの 

○当日スタッフの旅費（実費）等 

補助対象外

経費 

○人件費（団体構成員への謝金や謝礼も含む） 

○団体及び団体を構成する者の保有する施設又は 

設備の維持管理等に要する経費 

○団体構成員が関与している団体への外注費 

○補助金交付申請書、実績報告書等の書類作成に係る費用 

○食事・菓子代（作業等で給水のために必要な飲料を除く） 

〇賞品・記念品、プリンターインク代 

○金融機関などへの振込手数料（発注先が負担する場合を除く。） 

○備品購入費（※） 

○領収書がない等、使途が不明な経費 

○事業実施期間以外に執行した経費 

〇クレジットカード支払い及びポイント支払いを行ったもの 

○その他対象経費として適当と認められないもの 

※「①耐用年数が概ね１年以上（比較的長期にわたりその形状を変えずに反復使用が可

能）で、補助事業終了後も引き続き保有・使用し得るもの、又は②取得価格 10 万円以上

のもの」（備品に該当するか判断できない場合は、お問い合わせください。） 

       〇参加者の移動費 
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   ・事前着手届 ※交付決定より前に事業に着手する場合に必要 

③提出先 

   兵庫県神戸県民センター県民躍動室 県民課（〒653-8767 神戸市長田区二葉町 5－1－32） 

   受付時間：平日９時～17時 提出方法：メール（kobe_kem@pref.hyogo.lg.jp）、郵送、持参 

※締め切り直前の提出で、書類に不備等があった場合、受理できない可能性があります。 

※応募に要する費用は、応募者が負担してください。 

 

（補助金を応募する際の留意事項） 

兵庫県環境部補助金交付要綱第 15 条に基づき交付決定の取消し及び公表を行う場合や、地方自治法第

221条第２項に基づき調査及び報告を徴する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

兵庫県環境部補助金交付要綱 

第15条  知事は、補助事業者又は間接補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1)  法令並びにこの要綱及び当該補助事業に係る要綱、要領その他の規程の規定に違反したとき 

(2)  補助金又は間接補助金を補助事業又は間接補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3)  交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4)  偽りその他不正な手段により補助金又は間接補助金の交付を受けたとき。 

(5) 暴力団等であるとき。 

２  知事は、前項の取消しを決定した場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第11号）に

より当該補助事業者に通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の取消しを決定した場合には、その旨及びその取消事由、その取消しに係る補助事

業者又は間接補助事業者の名称その他知事が必要と認める事項を公表することができる。 

４ 前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合その他の知事が必要と認める場

合に行うものとする。 

地方自治法 

第221条  

２  普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、

補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者（補助金、交付金、貸付金等の終局

の受領者を含む。）又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は

報告を徴することができる。 
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（３）審査方法 

①審査委員会 

   申請書類を基に委員会の審査により決定します。 

②審査基準 

   ・体験型環境学習としての質が担保されているか。 

・「都市山」六甲のフィールドが充分活用されているか。  

   ・アピール性が高いか。 

    ・プログラムが対象者に理解されやすいか。 

    ・収支や運営面での計画は妥当であるか。            など 

    ※県立六甲山ビジターセンターを活用する場合は加点あり 

 

（４）事業実施 

  ① 事業内容の変更・中止等について 

事業内容の変更または中止等（補助対象事業ではなくなった場合を含む）が生じたときは、書類

の提出が必要となりますので、すみやかに連絡ください。 

 

 ※事業を実施しなかった場合は、補助金の交付はできません。ただし、悪天候による参加者への安

全配慮等の理由により、やむを得ず事業を中止した場合は、事業準備から中止にいたるまでの経緯、

経費を当課まで連絡ください。事業実施準備に要したと認められる範囲で経費をお支払いする場合

があります。 

 

 ② 当該補助事業である旨の表記について  

事業実施の際は､「補助事業である旨」を、印刷物（ポスター､チラシ､配布資料等） に、表記し

てください。（交付決定前の場合は“(申請中)” とするか、当日の配布物等に表記。）  

 

（表記例）「令和８年度 六甲山地域環境学習プログラム推進事業補助事業（兵庫県）」 
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【２ 補助金交付手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集開始 

申請書の提出 ４月１日～５月８日 

審査委員会 ５月中旬頃 

交付決定通知 ５月末頃 

事業開始 

事業終了 

実績報告 事業完了から 30日以内 

補助金の額確定通知 

※交付決定額と同額の場合、省略することがあります。 

請求書提出 

補助金の支払い 

神
戸
県
民
セ
ン
タ
ー 

申
請
団
体 
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【３ 記載例】※問合せが多い様式のみ抜粋して記載しています。 

様式第１号（第３条関係） 

補 助 金 交 付 申 請 書  

 

                                                                     第              号 

                                                                     令和８年○○月△△日 

 

  兵庫県神戸県民センター長  様  

 

                                           住  所 神戸市長田区二葉町５－１－３２ 

                                           団 体 名 ○○○○○ 

                                                    代表者名 兵庫 太郎 

                                                    電  話 （○○○）△△△－□□□□番 

                                                    電子メール ○○△△□□@pref.hyogo.lg.jp 

                                

令和８年度において、六甲山地域環境学習プログラム推進事業を下記のとおり実施したいので、 

補助金８０，０００円を交付願いたく補助金交付要綱第３条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 事業の内容及び経費区分（別記）※ 収支予算書を省略する場合は、カッコ内には代替する書類 

                  の名称を記載する。 

 

２ 事業の着手予定年月日             令和８年○月○日 

    事業の完了予定年月日             令和８年○月○日 

 

３ 添付書類 

（１）事業計画書（別紙１） 

（２）団体概要書（別紙２） 

 

 

 

 

記載例 

80,000円又は 40,000円以内 

（       ：山上活動費を含む場合は 110,000 円以内） 

申請日以降の日付 

支払いを含めた事業

全てが完了する日付 

着手予定日以前の日付を記載 
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別 記 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

 

科    目 予  算  額 摘    要 

補助金 ８０，０００円  

自己負担 ４，４００円 
補助対象外経費 ４,000 

1,000円未満の経費 400 

 
 

 

   

計 ８４，４００円  

 

２ 支出の部 

 

科    目 予  算  額 
摘    要 

講師謝金・旅費 ３６，０００円 
謝金＠10,000×３名 

旅費＠2,000×３名 

チラシ印刷 ３０，０００円 募集チラシ 1,000枚 

事務用品 ６，０００円 筆記用具、ファイル、クリップ等 

郵送料 ２，４００円 ＠１２０×２０箇所 

傷害保険料 ３，０００円 ＠１００×３０名 

内部スタッフ交通費 ５，０００円 ＠１，０００×５名（実費） 

菓子 ２，０００円 ※対象外経費 

計 ８４，４００円  

 

一致する 

地方自治体等の助成金を受給している場合は、

当補助金の対象外となる 
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（注）収支の計は、それぞれ一致する。 

 

２ 経費区分 

                                        （単位：円） 

事
業
区
分 

経費区分 

補助事業
に要する
経費 

補助対象 

経  費 

補助金 

申請額 
備 考 

六
甲
山
地
域
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
推
進
事
業 

講師謝金 

･講師旅費 
36,000 円 36,000 円 

 講師謝金・旅費 
 

需用費 
(印刷費・活
動資材購入
等) 

36,000 円 36,000 円 

チラシ印刷費 
事務用品費 

役務費 

(郵券・傷害
保険料等) 

5,400 円 5,400 円 

郵送費 
傷害保険料 

使用料 

(会場使用
料・リース
料等) 

  

 

その他の 

経  費 
5,000 円 5,000 円 

内部スタッフ交通費 

計 82,400 円 82,400 円 

 

対象外経費 2,000  

菓子 

合  計 84,400 円 82,400 円 80,000 円 

 

 

３ 添付書類 

(1) 役員の名簿 

(2) 会則 

(3) その他 活動実績が分かる資料等 
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事 前 着 手 届 

 

                                 令和８年○○月△△日 

 

兵庫県神戸県民センター長 様 

 

                    住  所 神戸市長田区二葉町 5-1-32 

                                   団 体 名 ○○○○○ 

                                       代表者名 兵庫 太郎 

                                         電  話 （○○○）△△△－□□□□番 

                                           電子メール ○○△△□□@pref.hyogo.lg.jp 

                                 

 令和８年度において、六甲山地域環境学習プログラム推進事業補助金の交付申請をしている別添の事

業について、下記のとおり交付決定前に着手しますので、届け出ます。 

 なお、本件について交付決定がなされなかった場合、または交付決定を受けた補助額が交付申請額に

達しない場合においても異議は申し立てません。 

 

記 

 

１ 申請事業の名称 

  ○○〇△△△□□□ 

 

２ 事前着手の理由 

  ６月の実施に向けて事前に参加者募集を実施する必要があるため 

 

 

３ 着手(予定)年月日 

    令和８年○月△日     ※  交付申請書の提出日以降の日付にしてください。 

※  補助金交付申請書（様式第１号）と同じ着手予定日を記載してください。 

 

 

事業計画書（別紙１）と同じ事業名を記載 

着手予定日以前の日付を記載 

５月 31 日（日）までに事業に着手する場合は、提出が必要 
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【４ チェックリスト】 

 

【必要書類】 

□補助金交付申請書（様式第１号） □収支予算書（別記） □誓約書（様式第２号） 

□事業計画書（別紙１） □団体概要書（別紙２） 

□役員名簿 □会則 □その他活動実績が分かる資料 

□事前着手届（５月 31日より前に事業に着手する場合に必要） 

 

【注意事項】 

補助金交付申請書（様式第１号） 

□必要事項がすべて記入されているか  

□申請額は、８万円コースは 80,000円（山上活動費を含む場合は 110,000円）以内であるか、 

４万円コースは 40,000円以内であるか 

□事業の着手予定年月日は申請日以降の日付であるか  

□事業の完了予定年月日は事業すべてが完了する日付であるか 

 ※この日以降の経費は補助対象経費とは認められません 

 

収支予算書（別記） 

□必要事項がすべて記入されているか 

□摘要欄はわかりやすく書かれているか 

□収入合計と支出合計が一致しているか 

 

誓約書（様式第１号の２） 

□必要事項がすべて記入されているか 

 

事業計画書（別紙１） 

□必要事項はすべて記入されているか 

□計画内容は補助事業の目的に沿ったものか 

□経費区分の合計は収支予算書（別記）の収支合計、支出合計と一致するか 

 

団体概要書（別紙２） 

□必要事項はすべて記入されているか 

 

事前着手届 

□必要事項はすべて記入されているか 

□事前着手の理由が記載されているか 

□着手予定年月日は申請日以降の日付であるか 

□着手予定年月日は補助金交付申請書（様式第１号）の着手予定年月日と同一日か 

 


